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（別紙１） 

管理運営状況 評価シート【令和４年度】 

（評価日 令和５年６月９日） 

１ 施設の概要 

施設名 岩手県立福祉の里センター 

所在地 

電話・FAX 

HP・電子ﾒｰﾙ 

岩手県大船渡市立根町字田ノ上 30－20 

電話 0192－27－0294 FAX 0192－27－4386 

http://satocen.sakura.ne.jp/ 

設置根拠 福祉の里センター条例 

設置目的 

（設置：平成４年４月１日） 

県民の平等な利用の確保を図るとともに、社会福祉に関する研修・啓発活動等を行うことによ

り、県民の福祉意識の高揚を図る。 

施設概要 

敷地面積 9,325.30㎡、延床面積 2,988.81㎡、鉄筋コンクリート造、地上 2階 

主な施設 

 多目的ホール、会議室、研修室（４室）、大広間（３室）、工芸室、 

宿泊室（10室、定員 52名） 

施設所管課 
岩手県保健福祉部地域福祉課 

（電話 019-629-5481（ダイヤルイン）、メールアドレス AD0004@pref.iwate.jp） 

 

２ 指定管理者 

指定管理者名 社会福祉法人大洋会 

指定期間 令和２年４月１日～令和７年３月 31日（5年間） 

連絡先 岩手県大船渡市立根町字下欠 125－15 

 

３ 指定管理者が行う業務等 

業務内容（主な

もの） 
福祉の里センター管理運営業務 

職員配置、管理

体制 

 

8名 

（令和 5年 3月 31日現在） 

組織図 

 

所長（1）―指導員（7） 

 
（内訳） 

正職員 6名、契約職員 1名 

パート職員 1名 

利用料金 岩手県指令地福第 338号（令和 2年 9月 27日）により承認した利用料金 

開館時間 

宿泊室以外 9時～21時 

宿泊室   到着の日の 16時 

         ～出発の日の 10時 

休館日 なし 

 

４ 施設の利用状況     （単位：人） 

（利用者数、稼

働率等） 

前期間 

平 均 

指定管理期間 
備考 

令和 2年度 令和 3年度  令和 4年度 期間平均 

第１四半期 15,908 6,187 7,715 8,030 7,311  

第２四半期 18,500 9,468 6,033 9,164 8,221  

第３四半期 16,806 10,338 10,108 8,772 9,739  

第４四半期 15,112 8,172 8,019 8,880 8,357  

年間計（実績） 66,326 34,165 31,875 34,846 33,628  

年間計（計画）       
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５ 収支の状況      （単位：千円） 

区  分 
前期間 

平 均 

指定管理期間 
備考 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 期間平均 

収

入 

利用料金収入 4,295 2,072 1,890 2,274 2,079  

県委託料 54,190 56,660 57,420 60,453 58,177  

自主事業収入 975 29 293 206 176  

       

小計 59,460 58,761 59,603 62,933 60,432  

支

出 

人件費 30,009 31,244 32,985 33,326 32,519  

維持管理費 27,264 26,435 27,853 31,360 28,549  

事業費       

自主事業費 908 45 408 283 245  

       

小計 58,181 57,724 61,246 64,969 61,313  

収支差額 1,279 1,037 △1,643 △2,036 △881  

 

６ 利用者の意見等への対応状況 

(1) 利用者意見（満足度等）の把握方法 

把握方法 アンケート、「ふれあいポスト」の設置（目安箱） 
実施 

主体 
指定管理者 

(2) 利用者からの苦情・要望 

受付件数 苦情 1件、要望 16件、その他 157件 

主な苦情、要望等 対応状況 

①  

・夜間、モーター音（？）の様なブーンとい

う唸り音が鳴ったり、止まったりしていた。 

気になってしまい、寝れませんでした。 

 

 

 

 

 

 

宿泊室の近くにあるポンプ室の、ポンプが作動するときに出る

機械音です。ベアリング等の部品が消耗劣化していて、ポンプ作

動時に大きな音が発生します。ポンプ室にポンプが２台あり、交

互に作動しますが機械も古く、両方ともポンプから水が漏水し

ている状態で稼働しています。作動音がとても大きく、一日中音

がしますが、特に夜の寝静まった時には大きく聞こえ、宿泊者に

迷惑がかかっている状況です。たくさんの宿泊者から、うるさく

て眠れないという苦情がきています。修繕費で直せる金額では

ないので、県に大規模修繕として要望は出しています。今後、県

と協議しながら対処してゆく。 

②   

・洋室に、人数分のイスの用意をお願いしま

す。ハンガーも２個しかない。４個は入れて 

欲しい。 

現状では、洋室にイスを１個しか用意していません。用意する 

イスの数を増やすか、人数分用意するか、部屋のスペースの問題

もあるので、今後検討していきます。 

③  

・Wi-Fi導入して欲しいです。 

・Wi-Fiが有れば助かります。 

以前から要望が多い案件ですので、導入に前向きに検討してい

きたい。宿泊室(1階)研修室(2階)など施設全体をカバーするに

は経費、維持費等がいくらかかるのかを精査して、宿泊室、研修

室等の使用料金を含めて検討していきたい。 

その他利用者からの積極的な評価等 

・安くてきれいでとてもありがたかったです。 

・大変清潔で心地良く過ごすことができ助かります。 

・低料金で利用させていただき、ありがとうございます。室、トイレ等そうじが行き届いて快適でした。 
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７ 業務点検・評価（※） 

(1) 業務の履行状況 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

運営業務 １ 利用者のニーズを考慮し、年中

無休とする。【提案：指定申請】 

２ 利用料金は、あらかじめ知事の

承認を受けたものとする。【条例第

6条②】 

３ 施設の利用状況及び利用料金収

入等について、毎月県に報告する。

【基本協定第 10条】 

４ 絶対に差別することなく、平等

に利用させる。【提案：指定申請】 

１ 年中無休で開館しました。 

 

２ 知事の承認を受けた利用料金と

している。 

 

３ 基本協定に基づき、翌月１０日

までに県に報告している。 

 

４ 受付順に利用を許可し、公平性

を確保して平等に利用していただ

いている。 

Ａ 

施設の利用状況 １ パンフレットやチラシ等を作成

して関係機関に送付したり、ホー

ムページでイベント紹介などを行

い施設の利用を呼びかける。【提

案：指定申請】 

１ 広報「福祉の里」を年３回発行

し、関係機関に送付している。又、 

 ホームページに各事業案内を掲載

し、受講者等の募集をしている。 

 事業等の報告もホームページ内の

ブログに掲載している。 

Ａ 

事業の実施状況 １ 福祉に関する実践教育及び研修 

を行う。【仕様書第 5(3)】 

 

 

 

２ 福祉の里内施設との連携によ

り、福祉の各種イベントを開催す

る。【仕様書第 5(4)】 

 

１ 社会福祉従事者等専門研修会は

コロナ感染症予防対策を講じ、年

４回実施した。（レクリエーショ

ン支援、インボイス制度、高齢者

支援） 

２ 福祉の里内施設、大船渡市社協

と共催で、「鯉のぼり子どものつ

どい」「ボランティアフェスティ

バル」のイベントを開催予定でし

たが、コロナ感染症予防のため中

止となりました。 

Ｂ 

 

施設の維持管理状況 １ 法令により点検等が義務付けら

れている施設及び設備、あるいは

安全上、保安上点検が特に必要な

施設及び設備については、点検等

を行う。【仕様書第 12】 

 

 

 

 

 

２ 必要と認められる施設名、点検

箇所、点検項目を設け、施設の点検

を行う。【仕様書 16】 

 

 

 

３ 備品の適切な管理 

【仕様書第 4】 

１ 法令及び仕様書に基づき、点検   

等が義務付けられている施設及

び 設備、また安全・保安上点検

が必要な施設及び設備について

の点検を確実に実施しました。ま

た、浴用水の水質検査や浴場ろ過

装置及び配管経路洗浄消毒は法

令で義務付けられた回数以上を

実施し、安全衛生の保持に努めま

した。 

２ 業務点検表に基づき、毎日５回

点検を実施しました。修繕が必要

な項目については速やかに対応

しました。また、交流広場施設等

（遊具含）は点検表に基づき、月

１回点検を実施しました。 

３ 備品チェックを年１回実施しま

した。特に問題はありませんでし

た。 

Ａ 

記録等の整理・保管 １ 指定管理者として作成した帳票

書類は、5年間保管する。【仕様書

第 11】 

１ 作成した帳票書類は、10 年間保

管しています。 

Ａ 
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自主事業、提案内容の実施

状況 

１ 高齢者や障がい者を対象とする

各種生涯学習事業や交流事業を実

施する。【提案：指定申請】 

１ コロナ感染症予防対策を講じな

がら実施しました。 

気仙シニア大学 10回 224人 

岩手県ボッチャ大会 11回  

392人 

創作活動 2回 63人 

サマースクール 1回 15人 

ウインタースクール 1回  

10人 

ほっぷ・ステップ・ソング 21回 

712人 

ほっぷ・ステップ・ソング出前 

 8回 329人 

子育て支援ルームあおぞら 

109件 326人 

・事業の実施体制 

  すべての事業で保険に加入。各

所にポスターの掲示や地元紙での

参加者募集の記事掲載を依頼。 

Ｂ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点 

 施設・設備の法定点検に加え、業務点検表に基づく日常点検を通して、故障個所の迅速な修繕に繋げ

るなど、施設の安全衛生の維持管理に努めている。また、広報誌の発行やホームページによる予約状況

の案内など、施設を利用しやすくなるような取組を行っている。 

 各事業については、新型コロナウイルス感染症の影響で利用者・参加者の少ない状況が続いている中、

大船渡市の感染状況等を勘案した上で、必要な感染防止対策を講じながら実施回数を増やすなど、前向

きな事業運営が行われている。 

  

・改善を要する点 

 特になし。 

 

Ａ 

 

 

 

(2) 運営体制等 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

職員の配置体制 １ 管理運営を円滑に遂行するため

各業務に適した者及び必要な有資

格者を配置する。【仕様書第 6】 

１ 各種事業等を円滑に遂行するた

め、社会福祉士、幼稚園教諭、商業

簿記２級、インスタントシニアイ

ンストラクター、初級障がい者ス

ポーツ指導員、卓球バレー普及指

導員の有資格者を配置しました。 

Ｂ 

苦情、要望対応体制 １ 利用者の意見要望を把握するた

め、定期的にアンケートを実施し、

その結果を管理運営業務に反映さ

せる。【仕様書第 9】 

 

 

 

 

 

２ アンケート結果及び管理運営業

務への反映状況等について、県に

報告する。【仕様書第 9】 

１ 各事業実施時には、必ずアンケ

ートを実施し、次回の事業実施時

の参考としました。また、宿泊者に

は初回利用者を主にアンケートを

実施しました。アンケート結果を

職員間で回覧し、意見要望等の情

報も共有を図るとともに、改善が

必要と判断した場合は、速やかに

対応しました。 

２ アンケート結果及び改善状況等

については、毎月の定期報告で県

に報告しました。 

Ａ 
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危機管理体制（事故、緊急

時の対応） 

１ 施設の点検は毎日行い、異常を

発見した時は、速やかに使用停止

等の措置を行うほか、安全上、機能

上支障がある破損等は、県に報告

する。【仕様書第 16】 

 

 

 

 

２ 人身事故が発生した場合は、事

故者の保護に努め、応急手当を行

うほか救急車の要請等適切な措置

を行う。【仕様書第 19】 

３ 利用者の金品盗難、紛争等が発

生した場合は、警察署に通報する。

【仕様書第 19】 

４ 事件・事故の内容の如何に関わ

らず調査を行い原因究明に努め、

管理運営上改善すべき点について

は適切な措置を行う。【仕様書第

19】 

５ 事故等の顛末を事故報告書等に

より県に報告する。【仕様書第 19】 

６ 携行できる応急手当用品を常時

備える。【仕様書第 19】 

 

 

７ 危機管理マニュアル（大洋会）に

従い適切に対応する。【提案：指定

申請】 

 

１ 施設点検は、業務点検表に基づ 

き毎日５回点検を実施しました。 

  異常を発見した場合は、使用停

止の措置を行ない、速やかに修繕

で対応しました。また、施設及び

設備で経年劣化や老朽化で大規

模修繕が必要とされる箇所につ

きましては、県に修繕の要望を報

告しました。 

２ 人身事故は発生しておりませ

ん。 

 

 

３ 金品盗難、紛争等は発生してお 

りません。 

 

４ 事件、事故等は発生しておりま 

せん。 

 

 

 

５ 事故等は発生しておりません。 

 

６ 携行用バッグに入れて常備し、

すぐに携行出来るよう備えまし

た。また、施設外での事業実施の際

には必ず携行しました。 

７ 消防計画を策定し、消火訓練、通

報訓練、避難訓練を年２回実施 

しました。また、地震発生時や津波

警報発令時の対応を、マニュアル

に基づき職員間で確認しました。 

Ａ 

コンプライアンスの取組

み、個人情報の取扱い 

１ 仕様書に定める基本的事項に従

って、管理運営を行う。【仕様書第

4】 

 

 

２ 法令により点検等が義務付けら

れている施設及び設備について、

点検等の措置を行う。【仕様書第

12】 

３ 個人情報管理規程（大洋会）に従

い、適正に管理する。【提案：指定

申請】 

 

１ 関係法令及び条例の規定を遵 

守、個人情報を適切に管理、公共

性、公平性を確保するため、予約時

間の遵守、原則宿泊予約は３泊と

しながら管理運営を行いました。 

２ 法令等に義務付けられている施

設及び設備の点検、安全上・保安上

必要な点検及び施設運営上必要な

点検を確実に実施しました。 

３ 業務に関連して取得した利用者

の個人情報の取扱いに関して、個

人の権利利益を侵害しないよう、

また、個人情報が漏えいしないよ

う適正に管理するため、個人情報

保護の徹底を図りました。 

Ｂ 

県、関係機関等との連携体

制 

１ 県と適宜連絡調整を行い、相互

に協力して円滑な運営を図る。【仕

様書第 21】 

 

１ 状況等に応じて、随時県の担当

者に報告、連絡、相談をして、相互

協議を行い円滑な運営を図ること

に努めました。 

Ａ 
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（施設所管課評価） 

・成果のあった点 

 ニュースポーツの普及に向けて有資格者を積極的に配置している点が評価できる。また、アンケー 

ト結果についても適切に対応し、管理運営や事業実施に反映されている。 

また新型コロナウイルス感染症への対応についても、他の公共施設、大船渡市の感染状況等を適切に

把握したうえで、県に協議し、円滑な運営を図っていた。 

 

・改善を要する点 

 特になし。 

  

Ａ 

 

 

 

(3) サービスの質 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

運営業務 １ 従事者は公の施設の管理運営に

従事する者であることを自覚し、

利用者への対応、作業等には充分

に注意を払う。【仕様書第 7】 

 

 

 

 

 

１ 利用者への対応（電話の応対、言

葉遣い、苦情・要望の応対等）は時

折職場内において確認を行い、接

客態度の向上に努めております。

また、事業実施にあたり、安全性を

重視、指導方法の内容を職員間で

確認及び見直しを計っており、職

員の資質向上に積極的に取り組ん

でいる。 

Ａ 

 

利用者サービス １ 利用者のニーズを考慮し、年中

無休とする。【提案：指定申請】 

２ 利用者の声を常に重視し、誠実

に対応するとともに、接客マナー

などの職員研修も実施する。【提

案：指定申請】 

 

１ 年中無休で開館しました。 

 

２ 利用者アンケートを通して、利

用者の声を聴き、改善できること

はすぐに対応した。又、職場内で電

話応対などについて職員研修を実

施しました。 

Ａ 

利用者アンケート等 １ 利用者の意見要望等を把握する

ために定期的にアンケートを実施

し、その結果を業務に反映させる。

【仕様書第 9】 

 

２ アンケート結果及び業務への反

映状況について県に報告する。【仕

様書第 9】 

 

１ 意見提言箱の設置のほか、初回

宿泊者、事業毎に事業参加者への

アンケートを実施し、業務改善が

必要な場合は、職員間で協議して

迅速に対応しました。 

２ アンケート結果及び改善状況等

については、毎月の定期報告にて

県に報告しました。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点 

 利用者が安心・安全に利用できるよう、コンプライアンス遵守に関する研修や電話応対等の接客マナ

ーに関する研修を実施した点が評価できる。また、利用者の要望等を運営に反映させるような取組を積

極的に行っている。 

・改善を要する点 

 特になし  

Ａ 
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(4) サービス提供の安定性、継続性 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

事業の収支、指定管理者の

経営状況 

１ 経営基盤が安定しており、指定

管理業務の継続的な運営を行う能

力を有している。 

 

１ 法人の運営は順調に推移してお 

り、経営基盤は安定しています。 

  また、事業等の実施にあたり、必

要に応じて法人内の各施設の職員

が支援する体制をとっています。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点  

 法人全体におけるバックアップ体制が整っている点が評価できる。 

・改善を要する点 

 

Ａ 

 

 

 

 

※（注１）県記載欄：「事業計画・県が求める水準」、「評価指標」「施設所管課評価」 

指定管理者記載欄：「実績（自己評価）」 

（注２）評価指標 

Ａ：協定書、提案書等の内容について高レベルで実施され、また、計画を上回る実績（効果）があり、優れた管理が

なされている。 

Ｂ：概ね協定書、提案書等の内容どおり実施され、計画どおりの実績（効果）があり、適切な管理が行われている。 

Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み、または改善される見込みである。 

Ｄ：協定書等の内容に対し、不適切な事項が認められ、改善を要する。 

 

 

８ 指定開始年度から評価年度までの総合評価 

(1) 指定管理者の自己評価 

① 成果があった取組み、積極的に取り組んだ事項 

キャップハンディや高齢者疑似体験は新型コロナ感染症の影響により減少していた件数も小学生等が授

業の中で行われることが多いため感染対策を考慮し、断ることなくすべて実施した。アンケートからも障が

い者や高齢者に対する理解は向上していることがわかる。しかし、少子化の影響により生徒数及びクラス数

の減少や他団体においても同様の事業実施が見られることから、件数や参加人数には更なる努力が必要で

ある。 

   ニュースポーツも新型コロナ感染症前の件数に戻りつつある。レクリエーション要素が強いため、老人

クラブ等の活動において依頼が増えている傾向が見られる。その活動からか地域公民館にて一年に 1回行わ

れている運動会に代わる行事としてニュースポーツを実施した地域が 1件あった。 

   宿泊は研修を目的とした施設が故の料金及び設備であることを予約受付時や初めての方にはオリエンテ

ーションを実施し、ご理解の上利用をいただいている。宿泊者数は昨年度一昨年度の状況よりは回復してき

ている。 

   自主事業は、新型コロナ感染症対策を講じながら実施し参加者数も回復してきている。子育て支援とな

る「あおぞら」はコロナの影響もあるが、開設当初からに比べ子育て支援団体の活動が増えておりその影響

もあってか減少傾向にある。 

   開設から３０年になる施設であるため、水回り・電気設備等故障個所が増えているが、利用者に不便を与

えないよう引き続き迅速な修繕対応を行った。 

   ホームページを更新し、更新前より情報量が増え、そして見る方が 3 種類ではあるが文字サイズを選択

できるようになり高齢者等に配慮したものとなった。 

コロナ禍により、会議や研修会の持ち方に変化が生じている。研修室等の環境整備の遅れを進める必要を

感じている。 

② 現在、苦慮している事項、今後、改善・工夫したい事項、積極的に取り組みたい事項 

・ 宿泊スペースや研修室等へのできるだけ費用をかけずに Wi-Fi環境を設置したい。 

 ・ 電気料金等の高騰による光熱水費等の増額対応。 
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④  県に対する要望、意見等 

・ 会議室や研修室と利用状況において差別化する必要がなくなっている現状を踏まえ、視聴覚室の有料化

を検討いただきたい。 

 ・ 光熱水費の高騰が続くようであれば、指定管理料の増額を昨年度同様に検討をお願いしたい。 

 

(2) 県による評価等 

① 指定管理者の運営状況について 

  概ね適切な管理運営がなされていると認められる。 

  施設管理の面では、各種設備等点検を漏れなく実施しているほか、令和４年度には 38件の修繕を迅速に実

施するなど、県民の安全・安心な利用のための適切な施設管理を行っている。 

事業実施の面においては、主催事業として社会福祉従事者専門研修や福祉体験学習といった県民の福祉意

識の向上に寄与する事業を展開しているほか、自主事業としてニュースポーツの普及や地域の方々の交流・

子育て支援にも積極的に取り組んでいる。 

一方で、震災以降増加していた利用者数は、平成 25 年度の約 10 万人をピークに年々減少し、令和４年度

には約３万７千人となり、利用水準は震災前（平成 22年度約６万３千人）よりも低くなった。特に、新型コ

ロナウイルス感染症拡大に伴う影響が大きく、回復には時間を要するものと思われる。 

指定管理者には、更なる利用促進と利用者満足度の向上を図るために、これまで以上に利用者の意見を踏 

まえた管理運営の改善、事業の実施に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症の県内及び市内の状況を 

把握しながら、県と協議のうえ、適切な事業実施に努める必要がある。 

  

② 県の対応状況について（自己評価） 

指定管理者からの定期報告により運営状況の確認を行うとともに、必要に応じて指定管理者と情報交換、

協議を行いながら対応している。 

  令和４年度は特に大きな苦情や問題点もなく、指定管理者、県ともにこれまで改善・指導等を行ってきた成

果が表れてきたものと考えられる。 

  今後も、指定管理者との連携を図り、利用者満足度の向上を図っていく。 

 

③ 次期指定管理者選定時における検討課題等 

 

 

 

 

９ 改善状況等 

改善を要すると評価された項目（Ｃ、Ｄ評価の項目について） 

無し。 

 

 

改善状況 

（指定管理者から県への報告年月日： 年 月 日） 

 

 

 

改善状況の確認 

（再評価年月日  年  月  日） 

 

 

 

 

 


